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新 潟 市 水 道 局

総 務 部 経 理 課

管老幹３０第２号 配水幹線布設工事の積算内容について（お知らせ）

平成３０年７月４日付け新潟市水道局公告第１５号（１）で公告した管老幹

３０第２号 配水幹線布設工事の積算内容について，下記のとおりお知らせい

たします。

質疑については，電子入札システム上で回答済みですが，積算にあたっては

ご注意くださいますようお願いいたします。

記

イメージアップ経費について，「市街地」の補正率１．５％を加算すべきとこ

ろ加算しないで積算しています。

積算にあたっては，「市街地」の補正率１．５％を加算しないでください。

本事項については，契約後に設計変更協議の対象とします。


